
パートナーシップの宣誓にあたっての確認書 

 私たちは逗子市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づく、パートナーシップの宣誓を

行うに当たり、以下の内容を確認しました。 

 以下の内容が事実と異なることが判明した場合には、宣誓証明書を市に返還します。 

 

氏名                     氏名                      

（通称名）                  （通称名）                   

 

 

要綱規定 確認事項 回答欄 

（該当するものにチェックをしてください） 

第３条第１項 宣誓当日、双方が成年に達している。 □該当します。 

□該当しません。 

第３条第２項 （１） 双方が市内に住所を有している。 

（２） 一方が市内に住所を有し、他の一方が宣

誓当日から３か月以内に市内への転入を

予定している。 

（３） 双方ともに３か月以内に市内への転入を

予定している。 

＊（１）住民票の写しを提出してください。 

＊（２）及び（３）の場合は市内に転入すること

を証明する書類を提出してください。 

転入後、双方の住民票を提出してください。 

□左記のいずれかに該当します。 

□左記のいずれにも該当しません。 

 

【転入予定の場合】 

転入予定者：           

転入予定日：   年  月  日 

転入予定住所：          

                 

転入予定者：           

転入予定日：   年  月  日 

転入予定住所：          

                 

                                  

第３条第３項 双方に配偶者がいないこと及び相手方宣誓者以

外の者とパートナーシップにないこと。 

□該当します。 

□該当しません。 

第３条第４項 双方が直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻

族の関係にないこと。 

＊パートナーシップ関係に基づく養子縁組は除

く。 

□該当します。 

□該当しません。 

添付書類 □住民票の写し 

□独身証明書 

□戸籍抄本 

□その他書類（          ） 

□住民票の写し 

□独身証明書 

□戸籍抄本 

□その他書類（            ） 

本人確認書類 □個人番号カード 

□旅券 

□運転免許証 

□その他（            ） 

□個人番号カード 

□旅券 

□運転免許証 

□その他（             ） 

以下市民協働課使用欄 


